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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,3259,5
山歯307

青山歯科医院 〒990-2161
山形市大字漆山２４４７
－９

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第700号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

01,3305,6
山歯352

あこや町ゆうきデンタ
ルクリニック

〒990-0025
山形市あこや町一丁目２
番１５号

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第471号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

01,3337,9
山歯384

あきらデンタル・クリ
ニック

〒990-0810
山形市馬見ケ崎１－２－
３

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第472号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
光学印象
　　　（光印象）第79号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

01,3372,6
山歯

モンテディオオーラル
ケアクリニック

〒990-0038
山形市幸町２－９（ダイ
ワロイネットホテル２Ｆ
）

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第584号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第852号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第863号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第260号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第140号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第403号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第62号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第154号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第97号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
光学印象
　　　（光印象）第78号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第587号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第58号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第944号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第242号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

11,3023,4
新歯29

伊藤ヨシユキ歯科医院 〒999-5103
新庄市大字泉田字村東２

歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第155号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第98号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科技工加算１及び２
　　　（歯技工）第249号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
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13,3033,9
上歯36

青野歯科医院 〒999-3144
上山市石崎一丁目２番４
４号

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第698号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

26,3040,6
東置歯40

ふなやま歯科医院 〒999-0121
東置賜郡川西町大字上小
松１０７８－１

在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13（在宅患者訪問診療料（Ⅱ）の注６の規定により準用する場合
を含む。）、在宅がん医療総合診療料の注８及び歯科訪問診療料の注20 に規定する在宅医療
ＤＸ情報活用加算
　　　（在宅ＤＸ）第48号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

30,3042,4
東田歯49

いのこファミリー歯科
医院

〒997-1316
東田川郡三川町大字猪子
字大堰端３３１－８

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第696号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日


